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新潟市農業振興地域整備審議会委員の公募に関する要領 

（目的） 

第１条 この要領は，新潟市農業振興地域整備審議会の委員の公募について，必要な事項を定める。 

（公募委員定数） 

第２条 公募委員の定数は，２人とする。 

（応募資格） 

第３条 公募により委員に応募できる者は，次の各号全てに該当する者とする。 

 （１）市内に在住する１８歳以上の者 

 （２）本市が設置する他の附属機関等の委員でない者 

（応募方法） 

第４条 応募者は，住所，氏名，生年月日，性別，職業及び電話番号等を所定の様式に記載したもの

に作文を添えて，郵送，ファックス又はＥ－ｍａｉｌ等により応募するものとする。 

（選考委員会） 

第５条 公募委員を選考するため「新潟市農業振興地域整備審議会公募委員選考委員会」（以下「選

考委員会」という。）を公募の都度設置する。 

２ 選考委員会の構成員は，公募委員以外の新潟市農業振興地域整備審議会の委員１名，農林水産部

長及び農林政策課長をもって充てる。 

（選考方法） 

第６条 公募委員の選考は，選考委員会において作文を審査し，選考委員の合議により行うこととし，

必要に応じて，面接その他適当と認める方法による審査等をあわせて行うことができるものとする。 

   

附 則 

この要領は，平成１７年１１月１５日より施行する。 

附 則 

この要領は，平成２２年２月１２日より施行する。 

附 則 

この要領は，平成３０年１月３１日より施行する。 

附 則 

この要領は，平成３０年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は，令和７年１２月４日より施行する。 


